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問題1 留保と社外流出（別表四の処分欄の記載） 

 

 

所得の金額の計算に関する明細書 

事業

年度

H3 1 .４.１

N２.３.3 1
法人名 ネットスクール株式会社 

区     分 総  額 

処        分 

留  保 社 外 流 出 

当 期 純 利 益 
円

32,550,000 

円 

 

円 

9,000,000  

加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算 

損 金 経 理 法 人 税 5,120,000   

損 金 経 理 地 方 法 人 税 306,200   

損 金 経 理 住 民 税 918,600   

損 金 経 理 納 税 充 当 金 12,000,000   

損 金 経 理 附 帯 税 等 40,000   

減 価 償 却 超 過 額 1,214,000   

商 品 計 上 も れ 954,000   

一 括 貸 倒 引 当 金 繰 入 超 過 額 1,148,000   

交 際 費 等 の 損 金 不 算 入 額 3,492,000   

役 員 給 与 の 損 金 不 算 入 額 2,700,000   

仮 払 交 際 費 消 却 否 認 320,000   

土 地 圧 縮 超 過 額 1,200,000   

小      計 29,412,800   

減 

 

 

 

 

算 

減 価 償 却 超 過 額 認 容 854,000   

納 税 充 当 金 支 出 事 業 税 等 2,540,000   

受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額 982,000   

商 品 計 上 も れ 認 容 946,000   

貸 倒 引 当 金 繰 入 超 過 額 認 容 720,000   

収 用 等 の 所 得 の 特 別 控 除 額 14,800,000   

貸 付 金 過 大 計 上 91,000   

仮 払 交 際 費 認 定 損 129,000   

繰 延 資 産 償 却 超 過 額 認 容 19,500   

小      計 21,081,500   

仮 計 40,881,300  
 

寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額 600,000   

法 人 税 額 控 除 所 得 税 額 792,000   



 ３ 

合 計 42,273,300  
 

   

差 引 計 42,273,300  
 

   

総 計 42,273,300  
 

   

所 得 金 額 42,273,300  
 

 

 

 

 

 

  



４ 

問題2 別表五(一)Ⅰ（株主資本等変動計算書からの転記） 

 

別表五㈠Ⅰ 

区    分 
期 首 現 在

利益積立金額

当 期 の 増 減 差引翌期首現在 

利 益 積 立 金 額 減 増 

利 益 準 備 金
円

72,000,000

円 円 円 

配 当 平 均 積 立 金 43,000,000    

別 途 積 立 金 140,000,000    

     

     

     

繰 越 損 益 金 81,000,000    

納 税 充 当 金     

未

納

法

人

税

等

未 納 法 人 税 及 び

未 納 地 方 法 人 税
△ △ 

中間 △ 

△ 

確定 △ 

未 納 住 民 税 △ △ 

中間 △ 

△ 

確定 △ 

差 引 合 計 額     

 

 

  

～ ～～ ～



 ５ 

問題3 別表五(一)Ⅰ（別表四からの転記） 

 

【設問 1 】 

別表五㈠Ⅰ 

区 分 
期 首 現 在 

利 益 積 立 金 額 

当 期 の 増 減 差引翌期首現在 

利 益 積 立 金 額 減 増 

土 地 円 円 円 円 

前払交際費     

仮払寄附金     

 

【設問 2 】 

別表五㈠Ⅰ 

区 分 
期 首 現 在 

利 益 積 立 金 額 

当 期 の 増 減 差 引 翌 期 首 現 在 

利 益 積 立 金 額 減 増 

土 地 4,200,000円 円 円 円 

前払交際費 1,000,000    

仮払寄附金 △ 700,000    

 

 

  



６ 

問題4 別表五(一)Ⅰ（租税公課） 

 

別表五㈠Ⅰ 

区     分 
期 首 現 在 

利 益 積 立 金 額 

当 期 の 増 減 差引翌期首現在 

利 益 積 立 金 額 減 増 

  円 円 円 円 

納 税 充 当 金 19,226,000    

未

納

法

人

税

等 

未 納 法 人 税 及 び

未 納 地 方 法 人 税
△   14,029,000 △ 

中間 △ 
△ 

確定 △ 

未 納 住 民 税

(利子割額を含む)
△    1,640,000 △ 

中間 △ 
△ 

確定 △ 

差 引 合 計 額     

 

 

 

  

～ ～～ ～



 ７ 

問題5 別表五(一)Ⅰ（圧縮積立金） 

 

別表五㈠Ⅰ 

区   分 
期 首 現 在

利 益 積 立 金 額

当 期 の 増 減 差引翌期首現在 

利 益 積 立 金 額 減 増 

 円 円 円 円 

     

     

     

     

 

 

 

  

～ ～～ ～

～ ～～ ～



８ 

問題6 別表四と別表五(一)Ⅰの作成 

別表四 

区       分 総 額 
処 分 

留 保 社 外 流 出  

会 社 計 上 当 期 純 利 益
円 円 円 

 

 

 

 

加 

 

 

   

算 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

小     計    

 

 

 

減 

 

 

算 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

小    計    

仮 計 
   

    

合 計 
   

差 引 計 
   

総 計 
   

所 得 金 額  
   

  



 ９ 

別表五㈠Ⅰ 

区       分 
期 首 現 在

利益積 立金 額

当 期 の 増 減 差引翌期首現在 

利益 積 立金 額 減 増 

利 益 準 備 金 46,000,000円 円 円 円 

別 途 積 立 金 95,000,000    

貸 付 金 △ 1,900,000    

一 括 貸 倒 引 当 金 169,240    

機 械 150,000    

器 具 備 品 285,240    

仮 払 交 際 費 △  459,000    

未 払 寄 附 金   300,000    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

繰 越 損 益 金 （ 損 は △ ） 34,850,000    

納 税 充 当 金 9,428,400    

未

納

法

人

税

等

退
職
年
金
等
積
立
金
に

対
す
る
も
の
を
除
く
。

未 納 法 人 税 及 び

未 納 地 方 法 人 税

 (附帯税を除く。)

△ 6,471,400 △ 

中間 △ 

△ 

確定 △ 

未 納 住 民 税

(均等割額及び利子割額を含む。 )
△  940,600 △ 

中間 △ 

△ 

確定 △ 

差 引 合 計 額 176,411,880    
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問題５ 総合問題（Chapter18 連結納税） 
 

【課税所得の計算】                                 （単位：円） 

 Ａ 社 Ｂ 社 Ｃ 社 合 計 

当期純利益 140,000,000 310,000,000 29,500,000 479,500,000 

 

加 

 

算 

 

一括貸倒引当金繰入超過額 4,000,000 3,000,000 1,500,000 8,500,000 

   

   

   

小 計 4,000,000 3,000,000 1,500,000 8,500,000 

 

減

算 

受 贈 益 の 益 金 不 算 入 額 10,000,000 10,000,000 

譲渡損益調整勘定繰入額 25,000,000  25,000,000 

   

   

小 計 25,000,000 0 10,000,000 35,000,000 

仮 計 119,000,000 313,000,000 21,000,000 453,000,000 

受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額 △ 23,020,000 △ 6,880,000 △   40,000 △ 29,940,000 

交 際 費 等 の 損 金 不 算 入 額 6,600,000 3,600,000 1,800,000 12,000,000 

仮 計 102,580,000 309,720,000 22,760,000 435,060,000 

寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額 10,362,286 181,143 90,571 10,634,000 

法 人 税 額 控 除 所 得 税 額 4,798,700 1,429,400 20,420 6,248,520 

連結所得金額 117,740,986 311,330,543 22,870,991 451,942,520 
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【計算過程】 

１．受取配当等に関する事項 

１．受取配当等の益金不算入額 

⑴ 配当等の額 

① 完全子法人株式等（Ｂ社株式及びＣ社株式） 

20,000,000＋5,000,000＝25,000,000円 

② 関連法人株式等（Ｅ社株式） 

3,000,000＋2,000,000＝5,000,000円 

③ その他株式等（Ｆ社株式） 

500,000＋100,000＝600,000円 

⑵ 益金不算入額 

① 完全子法人株式等 

25,000,000円 

② 関連法人株式等 

5,000,000－300,000＝4,700,000円 

③ その他株式等 

(600,000－120,000)×50％＝240,000円 

④ ①＋②＋③＝29,940,000円 

２．個別帰属額 

 ⑴ Ａ 社 

  ① 完全子法人株式等 

    20,000,000円 

  ② 関連法人株式等 

    4,700,000×
3,000,000

5,000,000
＝2,820,000円 

  ③ その他株式等 

    240,000×
500,000

600,000
＝200,000円 

  ④ ①＋②＋③＝23,020,000円 

 ⑵ Ｂ 社 

  ① 完全子法人株式等 

    5,000,000円 

② 関連法人株式等 

    4,700,000×
2,000,000

5,000,000
＝1,880,000円 

  ③ ①＋②＝6,880,000円 

 ⑶ Ｃ 社（その他株式等） 

   240,000×
100,000

600,000
＝40,000円 
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２．所得税額に関する事項 

１.法人税額控除所得税額 

⑴ Ａ 社 4,700,000＋98,700＝4,798,700円 

⑵ Ｂ 社 1,400,000＋29,400＝1,429,400円 

 ⑶ Ｃ 社 20,000＋420＝20,420円 

 ⑷ ⑴＋⑵＋⑶＝6,248,520円（仮計下） 

 

 

３．貸倒引当金に関する事項 

１．Ａ 社 

⑴ 繰入限度額  16,000,000円 

⑵ 繰入超過額 

20,000,000－16,000,000＝4,000,000円 

２．Ｂ 社 

⑴ 繰入限度額  12,000,000円 

⑵ 繰入超過額 

15,000,000－12,000,000＝3,000,000円 

３．Ｃ 社 

⑴ 繰入限度額  4,500,000円 

⑵ 繰入超過額 

6,000,000－4,500,000＝1,500,000円 

４．合 計 

  4,000,000＋3,000,000＋1,500,000＝8,500,000円 
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４．交際費等に関する事項 

１．交際費等の損金不算入額 

⑴ 支出交際費等 

① 接待飲食費 

10,000,000＋5,000,000＋2,000,000＝17,000,000円 

② ①以外 

11,000,000＋6,000,000＋3,000,000－17,000,000＝3,000,000円 

③ ①＋②＝20,000,000円 

⑵ 損金算入限度額 

① 接待飲食費基準額 

  ⑴①×50％＝8,500,000円 

② 定額控除限度額 

20,000,000円＞8,000,000×
12

12
＝8,000,000円  ∴ 8,000,000円 

③ ①＞②  ∴ 8,500,000円 

⑶ 損金不算入額 

⑴－⑵＝11,500,000円 

２．個別帰属額 

 ⑴ 連結親法人Ａ社 

   11,000,000－10,000,000×50％＝6,000,000円 

 ⑵ 連結子法人Ｂ社 

   6,000,000－5,000,000×50％＝3,500,000円 

 ⑶ 連結子法人Ｃ社 

   3,000,000－2,000,000×50％＝2,000,000円 

 

 

５．連結法人間取引に関する事項 

⑴ 判 定 

57,000,000円≧10,000,000円  ∴ 該 当 

⑵ 繰 入 

25,000,000円 

 

 



総合計算-1 

答案用紙 問題１総合計算問題 

計算過程欄⑴ 

［受取手形、売掛金及び貸倒引当金］ 

⑴ 一括評価金銭債権 

5,370,000＋51,630,000＝57,000,000円 ★ 

⑵ 貸倒実績率 

当期前過去５年間において、債権の貸し倒れ、又はその可能性が特に高まる等の事実は発生して

いない。  ∴ 貸倒実績率は零（ゼロ）であり、貸倒実績率による繰入限度額はない。 

⑶ 実質的に債権とみられないものの額 

⑴×0
※
.019＝1,083,000円 

※ 0.01915… → 0.019 ★小数点以下３位未満切上 

⑷ 繰入限度額・法定繰入率 

(⑴－⑶)×
８

1,000
＝447,336円 

⑸ 繰入超過額 

1,425,000－447,336＝977,664円 

［建物、機械及び装置並びに圧縮積立金］ 

（建 物） 

１．工場用建物 

⑴ 圧縮記帳 

  ① 圧縮限度額 

    60,000,000円＞16,000,000円  ∴ 16,000,000円 ★ 

  ② 圧縮超過額    16,000,000－①＝０ 

⑵ 減価償却 

  ① 償却限度額 

    (60,000,000－16,000,000)×0.042×
４

12
＝616,000円 

  ② 償却超過額    1,500,000－①＝884,000円 

２．事務所用建物 

 ⑴ 耐用年数 

  ① 
30,000,000

63,000,000
＝0.4761… → 0.476 

  ② 0.455＜0.476＜0.483  ∴ 直近下位13年 

    (13年)    (12年)      

  ③ 38－13＝25年（0.040） ★ 

 ⑵ 償却限度額 

  （30,000,000－63,000,000×0.1）×0.040＝948,000円 

 ⑶ 償却超過額   1,000,000－⑵＝52,000円 

 



計算過程欄⑵ 

（機械及び装置） 

１．機械装置Ａ 

 ⑴ 償却限度額   (4,000,000＋176,440)×0.536＝2,238,571円 

 ⑵ 償却超過額  2,500,000－⑴＝261,429円 

２．機械装置Ｂ 

 ⑴ 判 定 

  ① 原則 (5,000,000－3,500,000)×0.200＝300,000円≧(5,000,000－3,500,000)×0.06552 

＝98,280円 ∴ 300,000×
８

12
＝200,000円 

  ② 特例  (5,000,000－3,500,000)×0.189×
８

12
＝189,000円 

  ③ ①＞②  ∴ 原則 

 ⑵ 既存分 

  ① 償却限度額  9,000,000×0.189＝1,701,000円 

  ② 償却超過額  1,750,000－①＝49,000円 

 ⑶ 資本的支出分 

  ① 償却限度額  200,000円 

  ② 償却超過額  (5,000,000－3,500,000)－①＝1,300,000円 

［共同施設負担金］ 

 ⑴ 償却期間   50×
７

10
＝35年＞10年  ∴ 10年 ★ 

 ⑵ 償却限度額  1,440,000×
９

10×12
＝108,000円 

 ⑶ 償却超過額  140,000－⑵＝32,000円 

［交際費等］ 

 ⑴ 支出交際費等 

  ① 接待飲食費 

   イ 
160,000

10
＝16,000円＞5,000円  ∴ 接待飲食費★ 

   ロ 
36,000

８
＝4,500円≦5,000円  ∴ 交際費等に該当しない★ 

    ∴ 160,000円 

  ② ①以外 

   800,000＋300,000＋1,100,000＋400,000＋1,420,000＝4,020,000円 ★ 

 ③ ①＋②＝4,180,000円 

 ⑵ 損金算入限度額                                   

① 接待飲食費基準額  160,000×50％＝80,000円 

② 定額控除限度額 4,180,000円≦8,000,000×
12

12
＝8,000,000円  ∴ 4,180,000円 

  ③ ①＜②  ∴ 4,180,000円 ★ 

 ⑶ 損金不算入額  ⑴－⑵＝０ 



計算過程欄⑶ 

［受取利息配当金］ 

１．受取配当等の益金不算入 

⑴ 配当等の額 

① 関連法人株式等  

 560,000円  

② 非支配目的株式等  

 200,000＋160,000＝360,000円 

⑵ 控除負債利子の額 

① 当期支払負債利子 

   6,200,000－700,000＝5,500,000円 

② 総資産簿価 

(576,510,000＋2,000,000)＋(746,400,000＋1,425,000－16,000,000)＝1,310,335,000円★ 

③ 関連法人株式等の簿価 

16,000,000＋16,000,000＝32,000,000円 

④ 原則法 

①×
③

②
＝134,316円 ★ 

⑤ 簡便法 

①×0
※
.052＝286,000円 ★ 

    ※ 0.05241…→0.052小数点以下３位未満切捨 

⑶ 益金不算入額 

① 原則法 

(560,000－134,316)＋360,000×20％＝497,684円  

② 簡便法 

(560,000－286,000)＋360,000×20％＝346,000円 

③ ①＞②  ∴ 497,684円 

 

２．法人税額控除所得税額 

 ⑴ 株式・出資（
10

12
＞

１

２
  ∴ 個別法有利） 

   30,630×
10

12
(0.834)＋114,352＝139,897円 

 ⑵ 受益権  24,504円 

 ⑶ その他  76,575円 

⑷ 合 計  ⑴＋⑵＋⑶＝240,976円 

 

 

 



Ⅰ 所得金額の計算 

区          分 金     額 

会 社 計 上 当 期 純 利 益 117,501,000 円

加 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

算 

損 金 経 理 法 人 税 ★  12,700,000 

損 金 経 理 地 方 法 人 税 ★    558,800 

損 金 経 理 住 民 税 

損 金 経 理 納 税 充 当 金 

★      2,071,200 

★     32,000,000 

一 括 貸 倒 引 当 金 繰 入 超 過 額 ☆   977,664 

仮 払 税 金 消 却 否 認 16,000,000 

減 価 償 却 超 過 額   

（工 場 用 建 物 ） ☆  884,000 

（事 務 所 用 建 物 ） ☆  52,000 

（機 械 装 置 Ａ ） ☆  261,429 

（機 械 装 置 Ｂ ・ 既 存 分 ） ★  49,000 

（機械装置Ｂ・資本的支出分） ★     1,300,000 

繰 延 資 産 償 却 超 過 額   

（共 同 的 施 設 負 担 金） ☆  32,000 

未 払 交 際 費 否 認 ★  200,000 

役 員 給 与 の 損 金 不 算 入 額 ★   19,432,000 

小          計 86,518,093 

減 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

算

納 税 充 当 金 支 出 事 業 税 等 ★ 5,000,000 

貸 倒 引 当 金 繰 入 超 過 額 認 容 ★ 1,424,898 

仮 払 税 金 認 定 損 ★  19,400,000 

圧 縮 積 立 金 認 定 損  

（工 場 用 建 物 ） ★ 16,000,000 

未 払 交 際 費 認 定 損 ★ 160,000 

受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額 ☆ 497,684 

小          計 42,482,582

仮             計 161,536,511 

法 人 税 額 控 除 所 得 税 額 ★ 240,976 

  

合  計 ・ 差 引 計 ・ 総  計 161,777,487 

所 得 金 額 161,777,487 

 

  



Ⅱ 納付すべき法人税額の計算 

区        分 金     額 計     算     過     程 

所 得 金 額 161,777,000円（千円未満切捨） 

法 人 税 額 36,876,264 【法人税額の計算】 

  

⑴ 年800万円以下の金額 

8,000,000×
12

12
＝8,000,000円 

⑵ 年800万円超の金額 

161,777,000－8,000,000＝153,777,000円 

⑶ 法人税額 

⑴×15％＋⑵×23.2％＝36,876,264円 

 

   

差 引 法 人 税 額 36,876,264  

   

法 人 税 額 計 36,876,264  

控 除 所 得 税 額 ★ 240,976  

   

差引所得に対する法人税額 36,635,200 （百円未満切捨） 

中間申告分の法人税額 ★ 12,700,000  

納 付 す べ き 法 人 税 額 23,935,200 完了点 ★ 

配点：★１つにつき１点☆１つにつき２点 

【合計50点】 

（配点は問題２において同じ） 

 

  



Ⅲ 利益積立金額の計算に関する明細書 
事業

年度

平成31.４.１

新元２.３.31
法人名 甲  株式会社 

区    分 

期 首 現 在 

利益積立金額 

当  期  の  増  減 差引翌期首現在 

利 益 積 立 金 額 

①－②＋③ 減 増 

① ② ③ ④ 

 

利 益 準 備 金 

円

25,000,000 

円

 

円

 

円

25,000,000 

別 途 積 立 金 80,000,000  37,600,000 117,600,000 

一括貸倒引当金 1,424,898 1,424,898 977,664 977,664 

機 械 装 置 Ａ 176,440  261,429 437,869 

仮 払 税 金 △  16,000,000 △ 16,000,000 △ 19,400,000 △  19,400,000 

未 払 交 際 費 △   200,000 △  200,000 △  160,000 △   160,000 

圧 縮 積 立 金   16,000,000 16,000,000 

圧縮積立金認定   △ 16,000,000 △  16,000,000 

工 場 用 建 物   884,000 884,000 

事 務 所 用 建 物   52,000 52,000 

機 械 装 置 Ａ   261,429 261,429 

機 械 装 置 Ｂ ：   49,000 49,000 

機 械 装 置 Ｂ   1,300,000 1,300,000 

共同施設負担金   32,000 32,000 

繰越損益金（損は△） 18,600,000 18,600,000 32,501,000 32,501,000 

納 税 充 当 金 24,000,000 24,000,000 32,000,000 32,000,000 

未

納

法

人

税

等 

未 納 法 人 税 

及び地方法人税 

（附帯税を除く。） 

△ 16,495,200 △ 9,754,000 

中間 △13,258,800 

 

確定  

未 納 住 民 税 

(均等割額及び利子割額を含
△ 2,504,800 △4,576,000 

中間 △2,071,200 

 

確定  

差 引 合 計 額     

  



答案用紙 問題２総合計算問題 

Ⅰ 所得金額の計算 

区        分 金    額 区        分 金    額 

会 社 計 上 当 期 純 利 益  157,948,000円  

減

算 

納税充当金支出事業税等 

仮 払 税 金 認 定 損 

一括貸倒引当金繰入超過額

認 容 

受取配当等の益金不算入額 

 

★ 

★ 

★ 

☆ 

 

 

10,600,000 

40,930,000 

447,189 

664,400 

加

算 

損 金 経 理 法 人 税 

損金経理地方法人税 

損 金 経 理 住 民 税 

損金経理納税充当金 

土 地 圧 縮 超 過 額 

減 価 償 却 超 過 額 

（事 務 所 建 物 Ｂ） 

（工 場 用 建 物 Ｃ） 

（機 械 装 置 Ｄ ） 

（機 械 装 置 Ｅ ） 

（器 具 備 品 Ｆ ） 

一括貸倒引当金繰入超

過 額 

 

★ 

★ 

★ 

 

 

 

★ 

 

★ 

 

☆ 

☆ 

 

24,600,000 

1,082,400 

3,957,600 

53,317,000 

1,280,000 

 

606,470 

71,001 

375,334 

61,323 

193,334 

289,560 

 

 

小 計  52,641,589 

仮 計  191,140,433 

 

 

法 人 税 額 控 除 所 得 税 額 

 

 

 

★ 

 

 

404,110 

 

 

合計・差引計・総計  191,544,543 

    

小 計  85,834,022  所 得 金 額  191,544,543 

 

  



Ⅱ 納付すべき法人税額の計算 

区       分 金     額 計     算     過     程 

所 得 金 額  191,544,000円 ［特別控除額］ 

１．中小企業者等制度に係る税額控除割合 

⑴ 当期試験研究費  

 10,240,000－1,800,000＝8,440,000円 ★ 

 ⑵ 比較試験研究費 

   
7,350,000＋7,830,000＋8,034,000

３
 

＝7,738,000円 ★ 

⑶ 増減試験研究費  ⑴－⑵＝702,000円 

 ⑷ 税額控除割合 

⑶

⑵
＞５％  ∴ 12％＋（

⑴③

⑴②
－５％）×0.3 

＝0.1322…（小数点以下３位未満切捨、最高

17％） 

→ 0.132 ★ 

⑸ 支出基準額 8,440,000×0.132＝1,114,080 円 

⑹ 税額基準額 43,782,208×25％＝10,945,552 円

⑺ 特別控除額  ⑸＜⑹  ∴ 1,114,080円 

２．高水準制度 

⑴ 判 定（判定★） 

① 当期試験研究費  8,440,000円 

② 平均売上金額 

 

＝717,625,000円 

③ 判 定 

①≦②×10％＝71,762,500円 ∴ 適用なし 

３．合 計 

１．＋２．＝1,114,080円 

同
上
の
内
訳 

年800万円以下の金額 ① 8,000,000 

年800万円超の金額 ② 183,544,000 

税 
 

 

額 

① × 15  ％  1,200,000 

② × 23.2  ％  42,582,208 

税  額  計  43,782,208 

試験研究費の特別控除

額 
★

 

 

1,114,080 

 

 

差 引 法 人 税 額  42,668,128 

   

法 人 税 額 計  42,668,128 

控 除 所 得 税 額 ★ 404,110 

差引所得に対する法人税額  42,264,000  

中間申告分の法人税額 ★ 24,600,000  

納付すべき法人税額  17,664,000 完了★ 

 

  



Ⅲ 利益積立金額の計算に関する明細書 
事業 

年度 

平成31.４.１

新元２.３.31

法人

名 
甲  株式会社

区      分 

期 首 現 在 

利益積立金額 

当  期  の  増  減 差引翌期首現在

利 益 積 立 金 額

①－②＋③ 減 増 

① ② ③ ④ 

 

利 益 準 備 金 

円

7,500,000 

円

 

円 

 

円

7,500,000 

別 途 積 立 金 126,000,000  74,000,000 200,000,000 

一 括 貸 倒 引 当 金 447,189 447,189 289,560 289,560 

仮 払 税 金   △ 40,930,000 △ 40,930,000 

土 地   1,280,000 1,280,000 

事 務 所 建 物 Ｂ   606,470 606,470 

工 場 用 建 物 Ｃ   71,001 71,001 

機 械 装 置 Ｄ   375,334 375,334 

機 械 装 置 Ｅ   61,323 61,323 

器 具 備 品 Ｆ   193,334 193,334 

繰越損益金（損は△） 18,600,000 18,600,000 16,548,000 16,548,000 

納 税 充 当 金 42,380,000 42,380,000 53,317,000 53,317,000 

未

納

法

人

税

等 

未 納 法 人 税 

及び地方法人税 

（附帯税を除く。） 

△ 27,561,600 △ 53,244,000 

中間 △ 25,682,400 

△ 18,441,200 

確定 △ 18,441,200 

未納道府県民税 

(均等割額及び利子割額を含む
△ 1,035,100 △ 2,006,300 

中間 △   971,200 

△  706,500 

確定 △   706,500 

未納市町村民税 

(均等割額を含む。) 
△ 3,183,300 △ 6,169,700 

中間 △  2,986,400 

△ 2,172,600 

確定 △  2,172,600 

差 引 合 計 額 163,147,189 7,189 54,851,722 217,991,722 

地方法人税額及び住民税額の計算（算式★） 

 ① 地方法人税の額  17,664,000（千円未満切捨）×4.4％＝777,200円（百円未満切捨） 

 ② 県民税の額  17,664,000（千円未満切捨）×４％＝706,500円（百円未満切捨） 

 ③ 市民税の額  17,664,000（千円未満切捨）×12.3％＝2,172,600円（百円未満切捨） 

 

  



Ⅳ 計算過程⑴ 

［租税公課］ 

１．仮払税金認定損 

  24,600,000＋1,082,400＋971,200＋2,986,400＋9,840,000＋1,450,000＝40,930,000円 

２．損金経理住民税  971,200＋2,986,400＝3,957,600円 

［資産の交換］ 

 ⑴ 判 定（判定★） 

  ① 土 地 

     150,000,000－125,000,000＝25,000,000円≦150,000,000×20％＝30,000,000円 ∴ 適用あり

  ② 事務所建物 

     63,000,000－58,000,000＝5,000,000円≦63,000,000×20％＝12,600,000円 ∴ 適用あり 

 ⑵ 譲渡経費 

  ① 土 地 3,120,000×
150,000,000

208,000,000
＝2,250,000円  ★ 

  ② 事務所建物3,120,000×
58,000,000

208,000,000
＝870,000円 

 ⑶ 圧縮限度額 

  ① 土 地 

    125,000,000－(89,286,000＋2,250,000)×
125,000,000

125,000,000＋25,000,000
＝48,720,000円 

  ② 事務所建物 

    63,000,000－(17,690,000＋870,000＋5,000,000)＝39,440,000円 

 ⑷ 圧縮超過額 

  ① 土 地     50,000,000－48,720,000＝1,280,000円 

  ② 事務所建物 40,000,000－39,440,000＝560,000円（償却費）★ 

［減価償却等］ 

１．事務所建物Ｂ 

 ⑴ 償却限度額 

   (63,000,000－39,440,000)×0.033×
７

12
＝453,530円 

 ⑵ 償却超過額   (500,000＋560,000)－453,530＝606,470円 

２．工場用建物Ｃ 

 ⑴ 償却限度額 

   12,900,000×５％＝645,000円≧445,000＋200,000＝645,000円 

   ∴ (12,900,000×５％－１)×
12

60
＝128,999円 ★ 

 ⑵ 償却超過額  200,000－128,999＝71,001円 

 



Ⅳ 計算過程⑵ 

３．機械装置Ｄ 

 ⑴ 償却限度額 

  ① 普通償却  4,000,000×0.182＝728,000円≧4,000,000×0.05992＝239,680円 

∴ 728,000×
７

12
＝424,666円 ★ 

  ② 特別償却   4,000,000×30％ ＝1,200,000円 

  ③ ①＋②＝1,624,666円 

 ⑵ 償却超過額   2,000,000－1,624,666＝375,334円 

４．機械装置Ｅ 

⑴ 償却限度額  

 (1,432,500＋500,000)×0.227＝438,677円≧4,200,000×0.04123＝173,166円 ∴ 438,677円 ★

 ⑵ 償却超過額  500,000－438,677＝61,323円 

５．中小企業者等の少額減価償却資産 

 ⑴ 判 定（判定★） 

  ① 器具備品Ｆ  290,000円＜300,000円  ∴ 該 当 

  ② 器具備品Ｇ  290,000円＜300,000円  ∴ 該 当 

 ⑵ 総額判定 

   2,600,000＋290,000＋290,000＝3,180,000円＞3,000,000×
12

12
＝3,000,000円  

∴ 290,000円の資産を一つ除くことにより、300万円以下となる。2,600,000＋290,000 

＝2,890,000円（損金算入）★ 

６．器具備品Ｆ（又はＧ、以下別表の調整名においても同じ。） 

 ⑴ 償却限度額  

 290,000×0.400＝116,000円≧290,000×0.10800＝31,320円  ∴ 116,000×
10

12
＝96,666円 

 ⑵ 償却超過額  290,000－96,666＝193,334円 

［貸倒引当金］ 

 ⑴ 一括評価金銭債権 

   45,000,000＋78,500,000＋33,700,000＝157,200,000円 ★ 

 ⑵ 貸倒実績率 

   

(753,900＋1,000,000＋250,000)×
12

36

(75,000,000＋90,000,000＋97,800,000)÷３
＝0.00762…→ 小数点以下４位未満切上0.0077 ★

⑶ 実質的に債権とみられないものの額 

   12,500,000円 

⑷ 繰入限度額 

① 実積率 157,200,000×0.0077＝1,210,440円 ★ 

 
 



Ⅳ 計算過程⑶ 
 

② 法定繰入率 (157,200,000－12,500,000)×
８

1,000
＝1,157,600円 ★ 

  ③ ①＜②  ∴ 1,210,440円 

 ⑸ 繰入超過額 

   1,500,000－1,210,440＝289,560円 

［受取配当等］ 

 ⑴ 短期所有株式等に係る配当等の額 

   1,200×

12,000×
1,200

10,800＋1,200

12,000
＝120株 ★ 

   ∴ 840,000×
120

12,000
＝8,400円 

 ⑵ 配当等の額 

  ① 関連法人株式等    650,000円 

  ② 非支配目的株式等    (840,000－8,400)＝831,600円 

 ⑶ 控除支払負債利子 

  ① 当期支払負債利子 

    2,440,000＋2,040,000＋1,680,000＋360,000＋1,920,000＝8,440,000円 

  ② 原則法  153,700円 

  ③ 簡便法 

    ①×
106,400＋130,900

5,840,000＋6,655,000
(0.0189… → 小数点以下３位未満切捨0.018)＝151,920円 ★ 

 ⑷ 益金不算入額 

  ① 原則法  (⑵①－⑶②)＋831,600×20％＝662,620円 ★ 

  ② 簡便法  (⑵①－⑶③)＋831,600×20％＝664,400円 

  ③ ①＜②  ∴ 664,400円 

［所得税額］ 

 ⑴ 株式・出資（
２

12
、

１

12
＜

１

２
  ∴ 簡便法有利） 

   132,730＋128,646×

7,200＋(12,000－7,200)×
１

２

12,000
(0.8)＝235,646円 

 ⑵ 受益権   99,547円 

 ⑶ その他   68,917円 

 ⑷ 合 計   ⑴＋⑵＋⑶＝404,110円 

 

  



答案用紙 問題３総合計算問題 

Ⅰ 所得金額の計算 

区        分 金    額 区        分 金    額 

会 社 計 上 当 期 純 利 益  120,000,000円  

減

算 

納税充当金支出事業税

等 

法 人 税 等 調 整 額 

 

Ａ 社 株 式 過 大 計 上 

外国子会社配当等の益

金 不 算 入 額 

受取配当等の益金不算

入 額 

 

圧 縮 積 立 金 認 定 損 

（土 地） 

（建 物） 

 

貸 倒 損 失 認 定 損 

（Ｆ 社） 

貸倒引当金繰入超過額

認 容 

 

原価算入交際費認定損 

 

★ 

★ 

 

★ 

☆ 

☆ 

 

 

★ 

★ 

 

 

★ 

★ 

 

★ 

 

 

 

5,828,000 

2,882,000 

 

700,000 

3,800,000 

350,000 

 

 

20,000,000 

9,200,000 

 

 

1,200,000 

47,100 

 

32,716 

 

 

 

加

算 

損 金 経 理 法 人 税 

損 金 経 理 地 方 法 人 税 

損 金 経 理 住 民 税 

損 金 経 理 納 税 充 当 金 

 

 

外国源泉税等の損金不算入額 

 

圧 縮 特 別 勘 定 取 崩 も れ 

（機 械 装 置） 

 

圧 縮 積 立 金 積 立 超 過 額 

（土 地） 

（建 物） 

 

減 価 償 却 超 過 額 

（事 務 所 用 建 物） 

（機 械 装 置） 

 

個別貸倒引当金繰入超過額 

（Ｆ 社） 

一括貸倒引当金繰入超過額 

 

 

交際費等の損金不算入額 

ゴルフクラブ入会金計上もれ 

費 途 不 明 金 否 認 

未 払 寄 附 金 否 認 

★ 

★ 

★ 

★ 

 

 

★ 

 

 

★ 

 

 

☆ 

☆ 

 

 

☆ 

★ 

 

 

★ 

☆ 

 

 

★ 

★ 

★ 

★ 

 

15,247,000 

670,800 

2,305,200 

77,000,000 

 

 

800,000 

 

 

6,000,000 

 

 

3,840,000 

1,261,400 

 

 

13,231 

1,786,000 

 

 

1,380,000 

41,152 

 

 

355,000 

5,300,000 

2,500,000 

400,000 

 

 

小 計  44,039,816 

仮 計  194,859,967 

 

 

法 人 税 額 控 除 所 得 税 額 

 

 

 

 

★ 

 

 

 

 

529,132 

 

 

合計・差引計・総計  195,389,099 

    

小 計  118,899,783  所 得 金 額  195,389,099 



Ⅱ 納付すべき法人税額の計算 

区        分 金     額 計    算    過    程

所 得 金 額 195,389,000円 （千円未満切捨） 

同
上
の
内
訳 

年800万円以下の金額 ①  8,000,000 
[使途秘匿金] 

 2,000,000×40％＝800,000円 

 

 

 

 

 

年800万円超の金額 ②  187,389,000 

税 
 

額 

① ×  15  ％  1,200,000 

② ×  23.2  ％  43,474,248 

税 額 計  44,674,248 

   

差 引 法 人 税 額 

 

44,674,248 
 

 

 

 
 

法 人 税 額 計 

★ 

44,674,248 
 

控 除 所 得 税 額 ★ 529,132  

差 引 所 得 に 対 す る 法 人 税 額  44,945,100 （百円未満切捨） 

中 間 申 告 分 の 法 人 税 額 ★ 15,247,000 

 

納 付 す べ き 法 人 税 額  29,698,100 完了★ 

 

  



Ⅲ 計算過程⑴ 

[租税公課] 

  

[有価証券] 

Ａ社株式 

 ⑴ 会社計上の簿価 

   20,860,000円 

 ⑵ 税務上の簿価 

  ① 
31,250,000

250,000
＝125円 

  ② 125×110,000＋6,410,000＝20,160,000円 

 ⑶ 過大計上 

   ⑴－⑵＝700,000円 

[受取配当等] 

 ⑴ 配当等の額（非支配目的株式等） 

  1,500,000＋250,000＝1,750,000円 

 ⑵ 益金不算入額 

⑴×20％＝350,000円 

[所得税] 

 ⑴ 株式・出資（
２

12
＜

１

２
  ∴ 簡便法有利） 

   229,725×

140,000＋(200,000－140,000)×
１

２

200,000
(0.850)＝195,266円 

 ⑵ 受益権 

   38,287円 

 ⑶ その他 

   27,567＋268,012＝295,579円 

 ⑷ 合 計 

 ⑴＋⑵＋⑶＝529,132円 

 



Ⅲ 計算過程⑵ 

[外国子会社] 

１．外国子会社配当等 

⑴ 配当等の額 

  4,000,000円 

⑵ 費 用 

  ⑴×５％＝200,000円 

⑶ 益金不算入 

  ⑴－⑵＝3,800,000円 

２．外国源泉税等  800,000円 

[国庫補助金等] 

 ⑴ 圧縮限度額 

  ① 特別勘定残高  6,000,000円 

  ② (10,000,000＋395,000)×
6,000,000

15,000,000
＝4,158,000円 

  ③ ①＞②  ∴ 4,158,000円 

 ⑵ 圧縮超過額 

   6,000,000－4,158,000＝1,842,000円 ★（償却費） 

 ⑶ 特別勘定取崩もれ 6,000,000円 

[収用等] 

 ⑴ 差引対価補償金 

   (80,000,000＋40,000,000)－(2,500,000－1,800,000)＝119,300,000円 

 ⑵ 差益割合 

   
119,300,000－(66,700,000＋28,501,400)

119,300,000
＝0.202 ★ 

 ⑶ 圧縮基礎取得価額 

  ① 土 地  119,300,000円＞80,000,000円  ∴ 80,000,000円 

  ② 建 物  119,300,000－80,000,000＝39,300,000円＜48,000,000円  ∴ 39,300,000円 

⑷ 圧縮限度額 

  ① 土 地  80,000,000×0.202＝16,160,000円 

  ② 建 物  39,300,000×0.202＝7,938,600円 

 ⑸ 圧縮超過額 

  ① 土 地 

    2
※
0,000,000－16,160,000＝3,840,000円 

※ 13,000,000＋7,000,000＝20,000,000円 

  ② 建 物 

    9
※
,200,000－7,938,600＝1,261,400円 

   ※ 5,980,000＋3,220,000＝9,200,000円 



Ⅲ 計算過程⑶ 

[減価償却資産] 

１．事務所用建物 

 ⑴ 償却限度額 

 (48,000,000－7,938,600)×0.020×
１

12
＝66,769円 

 ⑵ 償却超過額 

  80,000－66,769＝13,231円 

２．機械装置 

 ⑴ 償却限度額 

 (15,000,000－ 6
※
,000,000)×0.084＝756,000円 ★ 

   ※ 4,158,000＋(15,000,000－10,000,000－395,000)×
6,000,000

15,000,000
＝6,000,000円 

 ⑵ 償却超過額 

 (700,000＋1,842,000)－756,000＝1,786,000円 

[貸倒引当金等] 

１．貸倒損失認定損 

  Ｆ社 4,000,000×30％＝1,200,000円 

２．個別評価金銭債権 

 ⑴ 繰入限度額 

   Ｆ社 (4,000,000×70％－280,000)－280,000×５＝1,120,000円 

 ⑵ 繰入超過額 

   Ｆ社 2,500,000－1,120,000＝1,380,000円 

３．一括評価金銭債権 

 ⑴ 期末一括評価金銭債権 

   75,000,000＋50,000,000＋1,000,000＋29,720,000－(4,000,000－280,000) 

＝152,000,000円 

 ⑵ 法定率限度額 

  ① 実質的に債権とみられない金額 

    152,000,000× 0
※
.047＝7,144,000円 ★ 

    ※ 0.04732… → 0.047小数点以下３位未満切捨 

  ② 限 度 

    (152,000,000－7,144,000)×
８

1,000
＝1,158,848円 

 ⑶ 繰入超過額 

   (3,700,000－2,500,000)－1,158,848＝41,152円 

 



Ⅲ 計算過程⑷ 
 

[交際費等] 

１．交際費等 

⑴ 支出交際費等 

  ① 接待飲食費  770,000円 

  ② ①以外 

   10,205,000 － (320,000 ＋ 800,000 ＋ 5,000,000 ＋ 300,000) ＋ 3,000,000 ＋ 800,000 ＝

7,585,000円 ★ 

 ③ ①＋②＝8,355,000円 

 ⑵ 損金算入限度額                                  

① 接待飲食費基準額  770,000×50％＝385,000円 ★ 

② 定額控除限度額 

    8,355,000円＞8,000,000×
12

12
＝8,000,000円  ∴ 8,000,000円 

  ③ ①＜②  ∴ 8,000,000円 ★ 

 ⑶ 損金不算入額 

  ⑴－⑵＝355,000円 

 ⑷ 原価算入交際費認定損 

   ⑶×
770,000

⑴
＝32,716円 

２．ゴルフクラブ入会金 

  5,000,000＋300,000＝5,300,000円 

[寄附金] 

 ⑴ 支出寄附金（区分★） 

  ① 指定寄附金等 

    (1,800,000－400,000)＋500,000＝1,900,000円 

  ② 一般寄附金    1,200,000円 

  ③ 合 計    ①＋②＝3,100,000円 

 ⑵ 一般寄附金の損金算入限度（算式★） 

① 資本基準額 

130,000,000×
12

12
×

2.5

1,000
＝325,000円 

② 所得基準額 

(194,859,967＋3,100,000)×
2.5

100
＝4,948,999円 

③ (①＋②)×
１

４
＝1,318,499円 

 ⑶ 損金不算入額（算式★） 

   ⑴③－⑴①－⑵＝△118,499 → ０ 

  



答案用紙 問題４総合計算問題 

Ⅰ 所得の金額の計算                        

区          分 金     額 

会 社 計 上 当 期 純 利 益 75,000,000円

加 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

算 

損 金 経 理 法 人 税 ★ 6,700,000 

損 金 経 理 地 方 法 人 税 ★ 294,800 

損 金 経 理 住 民 税 ★ 864,200 

損 金 経 理 納 税 充 当 金 ★ 78,904,000 

損 金 経 理 過 怠 税 ★ 800,000 

損 金 経 理 附 帯 税 等 ★ 267,400 

減 価 償 却 超 過 額  

（荷 扱 所 用 建 物） ☆ 496,250 

（事 務 機 器 ） ☆ 32,963 

（事 務 所 用 建 物） ☆ 13,806,800 

（貨 物 自 動 車） ☆ 466,667 

個 別 貸 倒 引 当 金 繰 入 超 過 額  

（Ｉ 社） ☆ 3,500,000 

一 括 貸 倒 引 当 金 繰 入 超 過 額 ☆ 620,200 

交 際 費 等 の 損 金 不 算 入 額 ☆ 13,200,000 

繰 延 資 産 償 却 超 過 額  

（借 家 権 利 金） ☆ 3,666,667 

（アーケード設置負担金 ） ☆ 83,334 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

小          計 123,703,281 

 



減 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

算 

納 税 充 当 金 支 出 事 業 税 等 ★ 3,772,000 

仮 払 税 金 認 定 損 ★ 10,003,000 

前 受 収 益 計 上 も れ ☆ 370,000 

貸 倒 損 失 認 定 損 ★ 600,000 

原 価 算 入 交 際 費 認 定 損

 

★ 933,962 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

小          計 15,678,962 

仮             計 183,024,319 

控 除 対 象 外 国 法 人 税 ★ 570,000 

  

  

合  計 183,594,319 

  

差 引 計 183,594,319 

  

総  計 183,594,319 

  

  

所 得 金 額 183,594,319 

 



Ⅱ 納付すべき法人税額の計算 

区        分 金     額 計    算    過    程 

所 得 金 額 183,594,000円  （千円未満切捨） 

同
上
の
内
訳 

年800万円以下の金額 ①  8,000,000 
 [控除税額]（算式★） 

⑴ 控除対象外国法人税 

  570,000円 

⑵ 控除限度額 

 41,937,808×
※5,700,000

 183,594,319
＝1,302,031円

 ※① 50,000×114＝5,700,000円 

   ② 183,594,319×90％＝165,234,887円

   ③ ①＜②  ∴ 5,700,000円 

⑶ ⑴＜⑵  ∴ 570,000円 

 

年800万円超の金額 ②  175,594,000 
 

税 
 

額 

① ×  15  ％  1,200,000  

② ×  23.2  ％  40,737,808  

税 額 計  41,937,808  

    

差 引 法 人 税 額 

 

41,937,808 

 

 

 

 

 

 

 

法 人 税 額 計 

 

41,937,808 

 

 

控 除 税 額 ★ 570,000 

 

 

差 引 所 得 に 対 す る 法 人 税 額  41,367,800 

 

（百円未満切捨） 

中 間 申 告 分 の 法 人 税 額 ★ 6,700,000 

  

納 付 す べ き 法 人 税 額  34,667,800 

 

完了★ 

 

  



Ⅲ 計算過程⑴ 

[租税公課] 

１．仮払税金認定損  

6,700,000＋294,800＋864,200＋2,144,000＝10,003,000円 

２．損金経理附帯税等   

160,000＋107,400＝267,400円 

[現物出資] 

１．当期末資本金等の額及び帳簿価額 

 ⑴ 荷扱所用建物  14,500,000－10,000,000＝4,500,000円（増 加） 

 ⑵ 事務機器  1,005,000－500,000＝505,000円（増 加） 

 ⑶ 荷扱所用敷地  39,000,000－30,000,000＝9,000,000円（減 少） 

 ⑷ 合 計  4,500,000＋505,000－9,000,000＝△3,995,000（資本金等の額の減少額） 

 ⑸ 当期末資本金の額 

   50,000,000＋49,500,000＝99,500,000円 

２．荷扱所用建物 

 ⑴ 償却限度額  

 15,000,000×0.9×0.027×
10

12
＝303,750円 

 ⑵ 償却超過額 

  800,000－⑴＝496,250円 

３．事務機器 

 ⑴ 償却限度額  

1,005,000×0.369×
10

12
＝309,037円 

 ⑵ 償却超過額  

342,000－⑴＝32,963円   

[減価償却] 

１．事務所用建物 

 ⑴ 償却限度額（0.045＞0.020 ∴ 本体の取得価額に加算） 

 ① 本 体 

   65,960,000×0.045＝2,968,200円 

 ② 資本的支出 

12,000,000×0.045×
５

12
＝225,000円 ★ 

  ※ 床の破損個所の修復は、原状回復のための費用の修繕費として損金算入 

③ ①＋②＝3,193,200円 

⑵ 償却超過額 

(5,000,000＋12,000,000)－3,193,200＝13,806,800円 

 



Ⅲ 計算過程⑵ 

[減価償却] 

２．少額減価償却資産 

 ⑴ 単価判定 

    事務机（150,000円）、冷蔵庫（120,000円）、パソコン（
1,800,000

10
＝180,000円） 

    ソフトウエアＡ(180,000円)、Ｂ（200,000円） 

 ⑵ 総額判定 

   150,000＋120,000＋1,800,000＋180,000＋200,000＝2,450,000円≦3,000,000×
12

12
＝3,000,000円 

∴ 適 正 ★ 

３．貨物自動車 

 ⑴ 受贈益額  

   1,200,000×
２

３
＝800,000円＞300,000円  ∴ 800,000円 

 ⑵ 償却限度額  

800,000×0.500＝400,000円≧800,000×0.12499＝99,992円  ∴ 400,000×
10

12
＝333,333円 

 ⑶ 償却超過額  

 800,000－⑵＝466,667円 

 

[外貨建資産等] 

１．外貨預金 

  長期外貨預金の法定換算方法は発生時換算法であり、調整不要 ★ 

２．前受収益計上もれ 

  (120－116)×100,000－(120－116)×100,000×
３

40
＝370,000円 

３．控除対象外国法人税 

  5,000×114＝570,000円 

 

 



Ⅲ 計算過程⑶ 

[貸倒引当金等] 

１．貸倒損失認定損  600,000円 

２．個別評価金銭債権 

 ⑴ 繰入限度額 

   Ｃ社 (10,000,000－2,000,000－5,000,000)×50％＝1,500,000円 

 ⑵ 繰入超過額 

   Ｃ社 5,000,000－⑴＝3,500,000円 

３．一括評価金銭債権 

 ⑴ 一括評価金銭債権 

   (148,280,000－10,000,000－600,000)＋78,000,000＋35,800,000＋1,000,000＋500,000 

＝252,980,000円  

 ⑵ 貸倒実績率 

   

{(3,000,000＋1,000,000)＋(5,000,000－1,000,000) ＋(1,000,000＋300,000－5,000,000)}×
12

36

( 238,500,000＋245,700,000＋248,650,000)÷３

＝0.005867…  

→ 小数点以下４位未満切上0.0059 ★ 

⑶ 実質的に債権とみられないものの額 

 ① 原則法 

Ｄ社 20,000,000円＞5,000,000円  ∴ 5,000,000円 

   5,000,000＋10,000,000＝15,000,000円 ★ 

 ② 簡便法 

   ⑴×
18,000,000＋15,000,000

228,000,000＋234,883,000
(0.0712… →小数点以下３位未満切捨 0.071)＝17,961,580円

 ③ ①＜②  ∴ 15,000,000円 

⑷ 繰入限度額 

① 実積率 

⑴×0.0059＝1,492,582円 ★ 

② 法定繰入率 

(⑴－15,000,000)×
10

1,000
＝2,379,800円 

  ③ ①＜②  ∴ 2,379,800円 

 ⑸ 繰入超過額 

(8,000,000－5,000,000)－⑷＝620,200円 



Ⅲ 計算過程⑷ 
 

[交際費その他の費用] 

１．交際費等 

⑴ 支出交際費等 

  ① 接待飲食費   1,500,000円 

  ② ①以外   19,700,000円  

 ③ ①＋②＝21,200,000円 ★ 

 ⑵ 損金算入限度額                                    

① 接待飲食費基準額  1,500,000×50％＝750,000円 ★ 

② 定額控除限度額 

    21,200,000円＞8,000,000×
12

12
＝8,000,000円  ∴ 8,000,000円 

  ③ ①＜②  ∴ 8,000,000円  

 ⑶ 損金不算入額 

  ⑴－⑵＝13,200,000円 

 ⑷ 原価算入交際費認定損 

   ⑶×
1,500,000

⑴
＝933,962円 

２．繰延資産 

 ⑴ 借家権利金 

  ① 償却期間 

    中古、借家権転売不可、賃貸期間10年  ∴ ５年 ★ 

  ② 償却限度額 

    4,000,000×
５

５×12
＝333,333円 

    ※ 仲介手数料は損金算入 ★ 

  ③ 償却超過額 

    4,000,000－②＝3,666,667円 

 ⑵ アーケード設置負担金 

  ① 償却期間  ５年 ★ 

  ② 償却限度額 

    100,000×
７

５×12
＝11,666円 

  ③ 償却超過額 100,000－②＝88,334円 

３．寄附金 

 ⑴ 支出寄附金（区分★） 

  ① 特定公益増進法人等  

    4,000,000円 

  ② 一般寄附金 

    1,000,000円 

  ③ 合 計 

    ①＋②＝5,000,000円 



Ⅲ 計算過程⑸ 

[交際費その他の費用] 

⑵ 損金算入限度額 

① 一般寄附金の損金算入限度額 

(イ) 資本基準額 

(99,500,000－3,995,000)×
12

12
×

2.5

1,000
＝238,762円 ★ 

(ロ) 所得基準額 

(183,024,319＋5,000,000)×
2.5

100
＝4,700,607円 

(ハ) ((イ)＋(ロ))×
１

４
＝1,234,842円 

② 特別損金算入限度額 

(イ) 資本基準額 

(99,500,000－3,995,000)×
12

12
×

3.75

1,000
＝358,143円 ★ 

(ロ) 所得基準額 

(183,024,319＋5,000,000)×
6.25

100
＝11,751,519円 

(ハ) ((イ)＋(ロ))×
１

２
＝6,054,831円 

 ⑶ 損金不算入額（算式★） 

   ⑴③－⑴①－⑵①＝△234,842 → ０ 

   ※ ⑴①＜⑵②  ∴ ⑴① 

 

 

 




